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次の市有財産について、一般競争入札による貸付けを実施します。 

 

令和８年１月３０日 

 

         川崎市長 福 田 紀 彦  

 

１ 入札物件（証明写真撮影機設置場所一時貸付物件） 

一般競争入札に付す一時貸付物件、予定価格（最低貸付料）等は、次の表のとおりです。 

物件 

番号 

所在地 

貸付場所 

施設管理者の 

問合せ先 

貸付面積 

[㎡] 

最低貸付料 

[円／月] 

入札保証金  

納付額  

（円） 

1 

川崎市麻生区万福寺

1-5-1 

麻生区役所 2 階 

麻生区役所まちづくり

推進部総務課 

044-965-5110 

0.75 30,000 

 

36,000 

 

２ 一般競争入札参加資格 

次の（１）から（10）までに該当する方は、入札に参加することができません。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当す

る者 

（２）川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８号）第２条の規定に基づく資格停止期

間中である者 

（３）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中である者 

（４）国税又は川崎市税の未納がある者 

（５）「令和７年度一般競争入札による市有財産（証明写真撮影機設置場所）一時貸付けの

案内書」に定める条件及び法令等を遵守し、「借受人が一時貸付物件（入札物件）に証

明写真撮影機を設置し、貸付期間中継続して営業・運営する事業」（以下「証明写真撮

影機設置運営事業」という。）を行う資力、能力等を有しない者 

（６）令和５年度及び令和６年度において、証明写真撮影機設置運営事業の実績を有しない  

  者 

（７）川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第２条に規定する暴力団、暴

力団員等、暴力団経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関

係を有すると認められる者 

（８）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は第

２項に違反している事実がある者及び警察当局から排除要請がある者 

川崎市公告第262号
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（９）委託契約その他の契約に当たり、その相手方が（７）又は（８）のいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結している者 

（10）一般競争入札参加申込みに必要な書類を提出しない者 

 

３ 契約上の主な条件 

（１）貸付契約の内容 

本件一時貸付契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項

第４号の規定に基づく貸付け（賃貸借契約）です。 

（２）貸付期間 

貸付期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までです。 

（３）一時貸付物件の用途指定 

一時貸付物件は、証明写真撮影機設置運営事業の用途に供さなければなりません。 

（４）禁止事項 

ア 一時貸付物件を指定用途以外の用途で使用することはできません。 

イ 一時貸付物件に建物を建築すること、又は工作物を設置することはできません（施

設管理者が、電気の供給のために工作物の設置の必要があると認める場合を除く。）。 

ウ 一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすることはできませ

ん。 

エ 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定することはできません。 

オ 一時貸付物件において公序良俗に反する用に供することはできません。 

（５）資料の提出等 

ア 川崎市が、債権の保全上必要があると認めるとき、又は第三者に一時貸付物件を転

貸している疑いがある場合等において確認の必要があると認めるときは、川崎市は

借受人に対してその参考となるべき資料の提出又は報告を求めることができるもの

とします。この場合、借受人は必ず川崎市に協力しなければなりません。 

イ 借受人は、設置した証明写真撮影機について、月ごとの売上高等の実績を川崎市に

提出しなければなりません。 

（６）違約金 

前記（３）から（５）までの条件に違反した場合には、契約金額（貸付料総額）の１

００分の３０に相当する額を違約金として川崎市に支払わなければなりません。 

（７）一時貸付物件の引渡し及び返還 

一時貸付物件は、貸付期間の初日に現況有姿の状態で引き渡します。 

返還は、引渡し時点と同じ状態の原状に回復して行わなければなりません。ただし、

貸付期間の満了前に、次の貸付期間にも引き続き同じ一時貸付物件を使用することがで

きることが明らかになったときは、当該一時貸付物件を原状に回復することなく、引き

続き使用することができます。 
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４ 入札案内書（入札参加申込書を含む。）の配布 

本件入札に参加を希望する者には、次により入札案内書（入札参加申込書等）を配布し

ます。 

（１）配布場所   

ア 電子データでの配布 

   川崎市ホームページの「貸付募集案内（令和７年度）」に掲載します。 

ホームページＵＲＬ：https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000177396.html 

イ 印刷物での配布 

川崎市麻生区役所まちづくり推進部総務課（麻生区役所３階） 

〒２１５－８５７０ 

川崎市麻生区万福寺１－５－１ 

電話 ０４４－９６５－５１１０ 

（２）配布期間 令和８年１月３０日（金）から令和８年２月６日（金）まで 

（土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午～午後１時を除く。） 

 

５ 一般競争入札参加申込みに必要な書類 

（１）申込者が法人の場合  

ア 入札参加申込書  

イ 川崎市暴力団排除条例に係る誓約書  

ウ 商業登記簿（履歴事項全部証明書）  

エ 代表者の印鑑証明書（法務局に届け出た印鑑の証明書）  

オ 国税の納税証明書  

（その３の３「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明用）  

カ 川崎市税の納税証明書（川崎市内に本社又は事業所がある法人の場合のみ）  

（ア）法人市民税  

申込み時点において終了している事業年度のうち直近２年度分の納税証明書を

それぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこと。）。  

（イ）固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資産（償却資産を含む。）を有してい

る場合のみ） 

令和５年度及び令和６年度の納税証明書をそれぞれ１部ずつ提出すること（未

納がないこと。）。  

キ 財務諸表（写し・直前決算２事業年度分）  

損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書を提出すること。 

  ク 令和５年度及び令和６年度に証明写真撮影機設置運営事業を行った実績を申告す   
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る書類 

ケ 入札保証金を免除するための書類  

入札保証金の免除を希望する場合には、令和５年度及び令和６年度に本市その他

の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結していることが確認

できる契約書等の写し（提出した場合は入札保証金を免除します。提出しない場合は

上記１の入札保証金の納付が必要です。）。  

（２）申込者が個人の場合  

ア 入札参加申込書  

イ 川崎市暴力団排除条例に係る誓約書  

ウ 印鑑登録証明書  

エ 国税の納税証明書  

（その３の２「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明

用）を提出すること。 

  オ 川崎市税の納税証明書（川崎市内に住所等を有する方のみ）  

（ア）市民税・県民税 

令和５年度及び令和６年度の納税証明書をそれぞれ１部ずつ提出すること（未

納がないこと。）。  

（イ）固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資産（償却資産を含む。）を有してい

る場合のみ） 

令和５度及び令和６年度の納税証明書をそれぞれ１部ずつ提出すること（未納

がないこと。）。  

カ 身分証明書等 

破産者でないことの証明書（本籍地の市区町村長発行）を提出すること。  

キ 登記されていないことの証明書  

成年被後見人又は被保佐人とする記録がないことの証明書を提出すること。  

問合せ先 東京法務局後見登録課 電話０３－５２１３－１３６０  

横浜地方法務局戸籍課 電話０４５－６４１－７４６４  

ク 確定申告の際の提出書類一式（写し・直前決算２年間分）  

ケ 令和５年度及び令和６年度に証明写真撮影機設置運営事業を行った実績を申告す   

る書類 

コ 入札保証金を免除するための書類  

入札保証金の免除を希望する場合には、令和５年度及び令和６年度に本市その他

の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結していることが確認

できる契約書等の写し（提出した場合は入札保証金を免除します。提出しない場合は

上記１の入札保証金の納付が必要です。）。  
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６ 入札参加申込書等の提出 

本件入札に参加を希望する者は、上記５に記載された書類を次により提出しなければ

なりません。 

（１）提出場所  上記４（１）イに同じ 

（２）提出期間  令和８年１月３０日（金）から令和８年２月６日（金）まで 

  （土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午～午後１時を除く。） 

（３）提出方法  持参又は、郵送 

 

７ 一般競争入札参加資格の喪失 

一般競争入札参加資格があると認められた者が、上記２の各号のいずれかに該当した

ときは、一般競争入札参加資格を喪失します。 

 

８ 入札の手続等 

  次により入札を執行します。 

（１）入札の方法 

入札は単価で行いますので、入札金額は月額貸付料（消費税相当額を除いた額）を記

入してください。入札書の提出は持参によるものとします。 

ア 入札書の提出日時 

令和８年２月２７日（金）午前１０時 

イ 入札書の提出場所 

麻生区役所 ４階 第４会議室 

川崎市麻生区万福寺１－５－１ 

（２）入札保証金 

上記１のとおり。ただし、入札に参加する資格を有する者で過去２箇年の間に本市そ

の他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、か

つ、これらをすべて誠実に履行したことが確認できる場合は、免除します。 

（３）開札の日時  前記（１）アに同じ 

（４）開札の場所  前記（１）イに同じ 

（５）落札者の決定等 

落札候補者は、最低貸付料以上の価格をもって有効な入札を行った方のうち最高の

価格をもって入札を行った方とします。  

また、落札候補者となるべき方が２人以上あるときは、直ちに「くじ」によって落札

候補者を決定します。落札候補者となるべき方はくじ引きを辞退することはできませ

ん。  

（６）入札の無効 
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入札案内書及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とし

ます。 

 

９ 契約の手続等 

（１）契約条項            入札案内書に記載のとおりです。 

（２）契約書等作成の要否  要 

（３）契約保証金      契約金額の１０分の１以上（円未満切上げ）とします。 

（４）契約の締結      令和８年３月中 

（５）契約の締結      本件契約を締結しない場合、落札は無効となります。 

（６）貸付料の支払い    入札案内書に記載してあります。 

 

１０ その他 

（１）事情により予告なく入札を変更し、又は取り止める場合等があります。 

（２）詳細は入札案内書によります。 

（３）この公告に関する問合せ先は、上記４（１）イに同じです。 
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